【テーマ３】検討の方向性について資料７


現行計画の基本目標３「安全安心で快適な生活環境」においては、「まちの美化・景観政策」、「公害対策」の２つの方向性を示しています。
新たな環境基本計画においては、テーマ３「快適に暮らせる美しいまちづくり」の中に次の３つの取組の柱を置き、それぞれの方向性については、次のとおり検討しています。

１　３つの取組の柱
（１）公害への対策
（２）環境美化の推進
（３）安全で衛生的な生活環境の確保

２　各取組の方向性
（１）公害への対策
法令等に基づき、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭への対策を引き続き適切に行います。
今後更に増加が見込まれる建設・解体工事については、良好な近隣関係を保持し、地域における健全な生活環境の維持及び向上を図るため、実施者等に対して、法令等の順守を求め、適切な指導を行います。また、区民からの公害に関する苦情や相談に対応し、問題解決に努めます。
（２）環境美化の推進
中野区では、区内全域でポイ捨てや歩きたばこを禁止し、中野駅周辺を路上喫煙禁止地区に指定しており、路上喫煙、歩きたばこ及びポイ捨て防止対策に引き続き取り組み、区民・事業者等と協働して地域の環境美化活動に取り組みます。
また、良好な景観の形成及び周辺と調和した景観形成に配慮したまちづくりに取り組んでいきます。
（３）安全で衛生的な生活環境の確保
私有地等における物品の蓄積等により周辺地域の生活環境に支障が生じている場合（私有地などでの物品の蓄積もしくは放置、立木等の植栽の繁茂、建築物以外の工作物の放置、動物への衛生上問題のある給餌）には、関係機関と協働・連携しながら、安全で衛生的かつ快適な生活環境の確保に取り組んでいきます。
また、防犯、防災や衛生上のリスク等の低減のため、空き家の適正管理を推進するとともに、管理不全な状態が継続している空き家については、除却や建替え等を誘導していくとともに、空き家の発生予防にも取り組んでいきます。

３　各取組における課題
（１）公害への対策
○高度経済成長期に問題となった、水質の汚濁、土壌の汚染、地盤沈下等の問題は、国の法整備等により改善が進んでいます。現在、区内では、主に建設・解体工事の増加に伴い騒音や振動に関する相談の増加傾向が見られます。
○区民からの公害に関する苦情や相談に対応し、問題解決に努める必要があります。
○また、法令等に基づき、工事の発注者等に対して、建設工事においては近隣住民に対する工事説明等、解体工事等においては標識設置を求め、防音・防振など適正な作業の実施を指導していく必要があります。
（２）環境美化の推進
○吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止について周知徹底を図るため、地域の学生や団体等と連携し、啓発活動を広げていく必要があります。
○中野駅周辺路上喫煙禁止地区において、来街者や外国人も含めてルールが守られるよう、路上喫煙防止対策に取り組む必要があります。
（３）安全で衛生的な生活環境の確保
○周辺住民から苦情があげられる、物品の蓄積や動物への給餌など、継続的な働きかけや指導を必要とする事案があります。
○長期にわたって解決が図られていない事案の中には、根本的な問題の解決に向けて福祉的支援等が必要となる場合も見受けられます。
○関係機関との連携を強化するなど、多角的なアプローチを通じて生活環境の改善につなげていくことも必要です。
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